
令和７年度 岩沼市会計年度任用職員（特定事務補助員・事務補助員）採用試験実施要領 

 

岩沼市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例に基づく会計年度

任用職員（特定事務補助員、事務補助員）の採用試験を次により実施します。 

 

１ 職種及び採用予定人数等 

 職種 採用予定人数 業務内容※１ 勤務課 週勤務時間数※２ 

① 

特定事務 

補助員 

１人 

市民会館、図書

館、学校等の施

設管理事務補助 

学校教育課 ３１時間 

② １人 

手話での窓口対

応及び事務補助

員と同様の業務 

社会福祉課 ２９時間 

③ 

事務補助員

（一般事

務） 

３人 

PCを使用した

事務補助及び窓

口業務、電話応

対など 

いわぬま市民 

交流プラザ※３ 
３１時間 

④ 同上 １２人 同上 

健康増進課 

２９時間 

社会福祉課 

市民・税務課 

子ども福祉課 

南児童館※４ 

西児童センター※３ 

生涯学習課（ふるさ

と展示室）※５ 

市民図書館 

⑤ 同上 １人 同上 
千年希望の丘 

交流センター 
２３．２５時間 

⑥ 同上 １人 同上 健康増進課 ２１．７５時間 

⑦ 環境相談員 １人 

環境衛生に関す

る窓口および電

話対応業務、不

法投棄等におけ

るパトロール、

生活環境課にお

ける業務補助 

生活環境課 ２９時間 

※１…他課業務に従事するため、業務内容や勤務場所を適宜変更する場合があります。 

※２…週勤務時間については、今後の組織改編や業務量の削減等によって変更となる場合があ

ります。 



※３…いわぬま市民交流プラザの業務内容については、市民活動等の支援に関する業務も含み

ます。 

※４…南児童館、西児童センターの業務内容については、事務補助と同様の事務に加え、軽微

な施設管理事務補助も含みます。 

※５…生涯学習課（ふるさと展示室）の業務内容については、事務補助と同様の事務に加え、

埋蔵文化財調査事務補助も含みます。 

 

２ 受験資格 

  ・行政機関において施設管理業務に関する勤務経験を有する方（①） 

  ・パソコン操作の経験があり、手話通訳士、手話通訳者又は手話奉仕員の資格等を有する方若

しくは手話にて日常会話ができる方（②） 

・パソコン操作及び窓口事務経験を有する方（③～⑥） 

・パソコン操作の経験があり、普通自動車運転免許を有する方（⑦） 

※ただし、次のいずれかに該当する方は、受験できません。 

  ・日本国籍を有しない者 

  ・拘禁以上（令和７年５月までは禁錮以上）の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその

執行を受けることがなくなるまでの者 

  ・岩沼市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

  ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体

を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 申込方法及び受付期間等 

 ・履歴書及び配属先希望調書を、岩沼市総務部総務課（申込み先は、８参照）まで持参又は郵送

してください。その際、封筒の表側に「会計年度任用職員採用試験申込（総務課）」と朱書きし

てください。 

 ・受付期間：令和８年１月５日から令和８年１月１６日まで（必着） 

 ・受付終了後、詳しい受験日時等を連絡します。 

   

４ 試験内容 

内容 日時・場所 合格発表 

面接試験 令和８年１月２６日（月）※ 

岩沼市役所会議室 

（詳細は、申込者に対し後日連絡します。） 

令和８年３月上旬まで受験

者全員に通知します。 

  ※日程について、募集過多の場合は予備日を設ける場合がありますので、ご了承願います。 

５ 勤務時間・勤務曜日及び報酬月額等 

（１） 勤務時間・曜日：①１日７時間４５分で週４日（月、火、木、金） 

②１日７時間４５分以内で週４日 

③１日７時間４５分で週４日 

④健康増進課、南児童館、西児童センター 



…１日７時間１５分で週４日（月、火、木、金） 

    社会福祉課…１日７時間４５分以内で週４日 

子ども福祉課…１日７時間１５分で週４日 

    市民・税務課…１日６時間１５分で週４日、１日４時間で週１日 

生涯学習課…１日７時間１５分で週４日（火、水、木、金） 

市民図書館…１日７時間１５分で週４日（９時～１９時１５分の間で

シフト制、土・日・祝日の勤務あり） 

                    ⑤１日７時間４５分で週３日 

            ⑥１日７時間１５分で週３日（火、水、金） 

            ⑦１日７時間４５分以内で週４～５日  

※勤務曜日に記載のない課については、採用後に勤務課と相談し、決定するものとします。 

（２） 報酬月額：①月額１７３，４４０円 

         ②月額１６２，２５０円 

         ③月額１５０，４００円 

                 ④月額１４０，６９６円 

          ⑤月額１１２，８００円 

  ⑥月額１０５，５２２円 

  ⑦月額１６２，２５０円 

※常勤職員に準じて、通勤に係る費用が別途支給されます。 

         ※上記月額は一定の職務経験などを有している場合の報酬額になります。詳し

くは市条例・規則に則り計算します。 

     ※月末締めの翌月払いになります。 

（３） 期末勤勉手当：条例を根拠に期末勤勉手当が支給されます。 

（４） 任用期間：令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで（勤務実績等によって、２回まで

再度任用される場合があります。） 

 

６ 福利厚生等 

 ・任用期間などにより、社会保険、雇用保険に加入します。 

 ・規則に基づき、有給休暇（年次休暇及び特別休暇）が付与されます。 

 ※週４日以上勤務する方で、車通勤で職員駐車場を使用する場合は、使用料（月額２５０円）が 

必要となります。 

 

７ 結果の開示 

この試験の結果については、次のとおり口頭で開示を請求することができます。開示を希望す

る場合は、受験者本人が、受験票及び本人であることを証明する書類（運転免許証、旅券等）を

持参のうえ、「８ 問い合わせ・申込先」まで直接お越しください。なお、電話やはがき等による

開示の請求はできません。 

  ・開示内容：総合順位及び総合得点 

  ・開示期間：合格発表の日から１ヶ月間 



 

８ 問い合わせ・申込先 

〒９８９－２４８０ 岩沼市桜一丁目６番２０号 岩沼市 総務部 総務課 

 電話：０２２３－２３－０１８５ 

 

※本件は令和８年度予算成立を前提とした募集であることから、今後の予算成立の状況によって、

採用人数や勤務条件の変更や募集を中止する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

配属先希望調書 

氏  名  

住  所  

※この調書は、配属先決定にあたっての参考にしますが、必ずしも希望が叶うわけではありませ

ん。 

 

１ 配属先の希望について 

区分 職種 

配属先部署名又は従事したい業務分野、 

得意な仕事、能力等を活かせる業務分野や

業務内容 

従事希望時間・ 

曜日 

第１希望   

 

 

 

 

 

第２希望   

 

 

 

 

 

第３希望   

 

 

 

 

 

※どの課でも従事可能の場合は、その旨第１希望欄に記載してください。 

 

 

２ 個人的問題、健康状態、家庭の事情、職場環境等で職場としての配慮を求めたいことや知

らせておきたいことがあれば記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【記載例】配属先希望調書 

氏  名 岩沼 太郎 

住  所 岩沼市桜一丁目６番２０号 

※この調書は、配属先決定にあたっての参考にしますが、必ずしも希望が叶うわけではありませ

ん。 

 

１ 配属先の希望について 

区分 職種 

配属先部署名又は従事したい業務分野、 

得意な仕事、能力等を活かせる業務分野や

業務内容 

従事希望時間・

曜日 

第１希望 事務補助員

（一般事務） 

健康増進課 

 

 

２９時間 

月・火・木・金 

 

第２希望 同上 社会福祉課 

 

 

２９時間 

月・火・木・金 

第３希望 同上 第１、第２希望でない場合はどの部署でも構いませ

ん。 

 

 

従事時間は２９時間

を 希 望 し ま す 。

23.25時間に配属さ

れる場合は、合格

通知があっても辞

退します。 

※どの課でも従事可能の場合は、その旨第１希望欄に記載してください。 

 

 

２ 個人的問題、健康状態、家庭の事情、職場環境等で職場としての配慮を求めたいことや知

らせておきたいことがあれば記入してください。 

・市役所の近くに住んでいますが、車を所有していないので可能ならば市役所勤務を希望です。 

・子どもが未就学児のため、急な休みをいただく場合があります。 

・水曜日は勤務できません。 

                                   など 

 

 

 

 

 


